
20 地域新MaaS創出推進事業 事業
URL seizou_taka_01.pdf (meti.go.jp) 問合せ先

経済産業省製造産業局
自動車課 ITS・自動走行推進室
03ｰ3501ｰ1618

関連する取組 事業実施主体
（対象者）

支援対象・内容
(ハード・ソフト) 補助率等 公募時期 事業要望

調査時期
令和５年度

当初予算(百万円)
地域交通 企業・団体等 ハード・ソフト 委託金 4月上旬～5月上旬 7月～3月 6,500,000の内数

地域の移動課題の解決のため、MaaSの実装に取り組む地域（企業・団体等）を⽀援。新たなモビリティサービスの社会実装及び全国での横
展開モデルの実現を⽬指す。趣旨・目的

移動の全体最適化に向けたサービス観点での挑戦を下記テーマ①テーマ②で、データ・システム観点での挑戦をテーマ③で支援する。事業内容

テーマ①：移動サービスの最適化
• 地域における最適な移動サービスの検討と、実現に向けた体制組成・交通再編等
テーマ②：移動サービスと異業種・移動先の連携
• 異業種と連携した新しいモビリティサービス（貨客混載・医療MaaS等）の検討と、
実現に向けた体制組成
• 移動サービスと移動先サービスが一体となった事業運営の検討（移動先店舗との
収益連携等）と、実現に向けた体制組成等
テーマ③：地域や業種をまたがるモビリティデータ利活用
・交通サービスの効率化に向けた複数の交通事業者間でのバックエンドシステムや
データの連携・共通化の検証等
・移動目的地（購買・医療等）側サービス事業者と、移動サービス事業者間のシス
テム・データ連携における課題抽出、効率化効果の検証、分析結果を用いた業務更
新・改善等
・地域データ基盤の構築に向けた要件定義
• モビリティデータの分析による新たな付加価値の創出、創出付加価値提供先の新
規開拓等

事業概要・実施スキーム
 ①移動サービスの最適化、②移動サービスと異業種・移
動先の連携、③地域や業種をまたがるモビリティデータ
利活用、の３テーマついて、事業面／体制・環境面／受
容性・効果面を検証。

 過去年度の「地域新MaaS創出推進事業」
の実証成果や知見集は、右、経済産業省
ホームページに公表。

「スマートモビリティチャレンジ」

過去採択事業のサービス実装例
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https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2023/pr/en/seizou_taka_01.pdf


21 遠隔医療設備整備事業 事業
URL ー 問合せ先

厚生労働省医政局
特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室
03-5253-1111(代表)

関連する取組 事業実施主体
（対象者）

支援対象・内容
(ハード・ソフト) 補助率等 公募時期 事業要望

調査時期
令和５年度

当初予算(百万円)

医療・介護 都道府県、市町村、
厚生労働大臣の認める者 ハード 2分の１ ６月下旬

400
※医療施設等設備整備費補助金

のメニュー予算
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22 指定管理鳥獣捕獲等事業費 事業
URL

https://www.env.go.jp/nature/
choju/reinforce/index.html 問合せ先 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室

03-5521-8285

関連する取組 事業実施主体
（対象者）

支援対象・内容
(ハード・ソフト) 補助率等 公募時期 事業要望

調査時期
令和５年度

当初予算(百万円)
鳥獣被害対策・ジビエ利用 都道府県・協議会 ソフト 交付金(補助率1/2、2/3、定額) １月～２月頃 200
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https://www.env.go.jp/nature/choju/reinforce/index.html
https://www.env.go.jp/nature/choju/reinforce/index.html


23 国民のデジタルリテラシー向上事業 事業
URL

https://www.mext.go.jp/a_menu/01_d/1294111_0
0001.htm 問合せ先

文部科学省総合教育政策
局地域学習推進課
03-5253-4111

関連する取組 事業実施主体
（対象者）

支援対象・内容
(ハード・ソフト) 補助率等 公募時期 事業要望

調査時期
令和４年度

補正予算(百万円)
地域住民の交流の場・

学習機会の提供 地方公共団体 ソフト 委託費
補助金(定額) 令和５年１月、３月、５月 1300（百万円）
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背景・課題
デジタル田園都市国家構想基本方針を踏まえ、年齢、障害の有無、所得、地域、国籍等にかかわらず、誰もが、い

つでも、どこでも、デジタル化の恩恵を享受できることが重要。このため、国民がデジタル技術の必要性を理解し、その
活用により生活の利便性を向上させていくことが必要。
このため、いつでも誰でも希望する国民が気軽に受講できる基礎的・実践的なデジタルリテラシー講座を公民館等の

場を活用し、関係省庁の連携・協力により全国に展開する。

事業内容

公民館等の社会教育施設や学校等の場を活用したデジタル講座を
実施する。 ◆パソコンの基本操作

・電源の入れ方
・文字の入力、マウス操作
・インターネット接続
・メール送信 等

◆オンラインサービスの仕組み
・各種行政サービス
・ネットショッピング
・災害時など緊急時対応 等

※高齢者でも活用が進むよう、具体的な
場面を想定した講座を実施。

講座内容（例）




